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　当組合は、新設分割により新設する▲▲▲▲農業協同組合（住所▲▲県▲▲市▲▲▲町▲丁目▲番▲号）に対して当組合の（資産、債務、）○○○事業に関する権利義務を承継させることにいたしました。
　新設分割を行う時期は、令和○○年○○月○○日を予定しており、当組合は、農業協同組合法第七十条の四第一項の規定により総会の承認決議を経ずに新設分割を決定しております。
　この新設分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
　計算書類事項　左記参照
　令和●●年●●月●●日（※①）
[bookmark: _Hlk8889422]　　●●県●●市●●●町●丁目●番●号
　　　　　　　　　　●●●●●農業協同組合
　　　　　　　　　　　代表理事　甲野　太郎

（※①）掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。

※計算書類事項は次のいずれかになります。
　なお、最終事業年度に係る貸借対照表は主たる事務所に備え置いております。
又は
　なお、確定した最終事業年度はありません。

関連条文
　農業協同組合法第七十条の三第五項
　同法第七十条の四第三項の併用型


栃木県・官報サービスセンター https://www.tochigi09.com/ 電話　028-651-0050　Fax　028-651-0051
